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介
護
医
療
院
の
立
地
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
三
十
年
四
月
、
医
療
の
必
要
な
要
介
護
者
の
長
期
療
養
・
生
活
施
設
と
し
て
、
「
介
護
医
療
院
」
が
創
設
さ
れ
た
。
介

護
医
療
院
は
、
今
後
増
加
が
見
込
ま
れ
る
慢
性
期
の
医
療
・
介
護
の
ニ
ー
ズ
を
併
せ
持
つ
高
齢
者
に
対
応
す
る
た
め
の
受
け
皿

と
し
て
期
待
さ
れ
、
転
換
な
い
し
新
設
を
検
討
す
る
事
業
者
も
多
い
。

こ
れ
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

介
護
医
療
院
は
、
市
街
化
調
整
区
域
に
開
設
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
。

二

介
護
医
療
院
の
立
地
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
規
制
が
あ
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。


